
SOS-KANTO 2017 Study data オープン後の PICO 募集におけるデータ利⽤要領 
 
第１条：⽬的 
１）SOS-KANTO 2017 Study data オープン後の PICO 募集におけるデータ利⽤要領 (以

下、SOS-KANTO 2017 Study データ利⽤)は、SOS-KANTO 2017 Study データの利⽤
について以下に必要な事項を定める。 

２）データ利⽤の⽬的は、院外⼼肺停⽌に関する学術的な研究であることを原則とする。 
 
第２条：データ利⽤の許可 
１）調査、研究およびその他の⽬的における SOS-KANTO 2017 Study データ利⽤の可否

は、SOS-KANTO 委員会が協議検討し、決定する。 
２）SOS-KANTO 2017 Study データ利⽤は⽇本救急医学会関東地⽅会会員であり、SOS-

KANTO 2017 Study 参加施設の職員もしくは以前、勤務しており、参加施設施設責任
者が認めたものとする。 

３）利⽤期間はデータ利⽤許可⽇の翌⽉の 1 ⽇から 1 年間。 
４）利⽤期間内に論⽂が投稿されていない場合は利⽤を停⽌し、そのテーマを次の募集に

譲るかどうかを SOS-KANTO 委員会で検討する。 
 
第３条：データ利⽤の申請 
１）SOS-KANTO 2017 Study データを利⽤しようとする者は、別紙様式１-１（SOS-

KANTO 2017 Study PICO２次募集におけるデータ利用許可申請書）および様式 2 
(PICO 記⼊⽤紙) を作成し、⽇本救急医学会関東地⽅会事務局（SOS-KANTO 委員⻑
宛）に提出しなければならない。 

２）利益相反については、当該研究に関わる経済的利害関係（財政的⽀援、雇⽤、顧問、株
式の所有、謝礼⾦など）が存在する可能性がある場合、これを開⽰することを求める。
該当する利害関係がない場合は、「なし」と記載することを求める。 

３）施設責任者は、SOS-KANTO 2017 Study データ利⽤者に対して管理・監督責任を負わ
なければならない。 

 
第４条：協議検討 
１）SOS-KANTO 委員会は、前条に基づき申請があった場合、利⽤の可否について協議検

討を⾏う。 
２）SOS-KANTO 委員⻑は、協議検討を⾏うにあたって、データを利⽤しようとする者に、

申請のあった内容について説明を求めることができる。 
３）SOS-KANTO 委員会は、院外⼼停⽌患者に対する⼼肺蘇⽣の救命効果の検証、関東地

区における救急医療の充実等への寄与度、並びにデータ使⽤・管理の適正性の観点から、



協議検討を⾏い、利⽤を許可する。 
４）検討協議の結果、利⽤を許可できない場合は、その理由を付して、データを利⽤しよう

と申請した者に通知する。 
５）検討協議の結果に対し不服のある者は、SOS-KANTO 委員会に不服申し⽴てをするこ

とができる。 
６）S SOS-KANTO 委員会は、前項の申し⽴てを受けた場合、検討協議の結果について再
審査する。 

 
第５条：利⽤許可への付帯意⾒等 
１）SOS-KANTO 2017Study データを引⽤する研究者は、“SOS-KANTO 2017 Study data”

が出典であることを明⽰しなければならない。 
２）統計情報の管理については、その使⽤者が責務を負う。 
３）SOS-KANTO 委員会は、データ利⽤を許可するにあたり、データの適正な使⽤および

管理を担保する上で、必要な意⾒を付することができる。 
４）データの利⽤を許可された者は、承認された⽬的、⽅法以外にデータを利⽤してはなら

ない。また、第三者にデータの譲渡・貸与・閲覧させてはならない。 
５）データ利⽤をもとにした研究は、申請時の研究デザインに沿ったものに限られ、それ以

外の使⽤を禁ずる。 
６）研究⽬的が完了したときには、複製されたデータの全てを消去しなければならない。 
 
第６条：雑則 
１）SOS-KANTO 委員会は、データ利⽤を許可した案件を５年間保存するものとする。 
２）Authorship については別途これを定める。 
 
附則 
この要領は、令和 5年 4⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
 


